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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　臥床患者の体幹上半身から分岐する頚部、左肩部、右肩部を各々で包容保持する頚部保
持部、左肩部保持部、右肩部保持部と、患者の体幹下半身から分岐する左脚部、右脚部を
各々で結束保持する左脚部保持部、右脚部保持部と、体幹の全周を被覆して前面または側
面で留め合わす体幹被覆部と、を有するつなぎ型の胴衣主体と、
　該胴衣主体の左背面部、右背面部の少なくとも前記患者の左右の肺に対応する位置の各
々に備えられた複数個の空気袋体と、
　複数個の該空気袋体を、各々個別に又は２区画以上を連動させて、人工呼吸装置の呼気
・吸気サイクル信号と同期させて加圧または減圧状態になる様に制御可能である空気供給
装置とを備えることを特徴とする臥床患者用の胴衣装置。
【請求項２】
　前記胴衣主体の左右の背面下方部に、前記患者の臀部に対応する位置に備えられた複数
個の空気袋体をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の臥床患者用の胴衣装置
。
【請求項３】
　前記胴衣主体は、個々の患者の体格に応じて更に適合させるために、体幹上半身からの
左肩部保持部、右肩部保持部、体幹下半身からの左脚部保持部、右脚部保持部おいて、各
部位の周長を調節して留めることができる左肩部周長調節部、右肩部周長調節部、左脚部
周長調節部、右脚部周長調節部と、体幹被覆部での体幹周長を調節して留めることができ
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る体幹周長調節部とを設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載の臥床患者用の胴衣
装置。
【請求項４】
　前記空気供給装置は、前記複数区画の空気袋体を各々個別に、又は２区画以上を連動さ
せて、呼気・吸気サイクルとは独立して設定時間々隔で交互にＯＮ・ＯＦＦを繰り返して
加圧または減圧状態に電気的反復制御するタイマー回路をさらに備えることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１つに記載の臥床患者用の胴衣装置。
【請求項５】
前記複数区画の空気袋体は、前記胴衣主体の背面部に縫着したことを特徴とする請求項１
～４のいずれか１つに記載の臥床患者用の胴衣装置。
【請求項６】
前記複数区画の空気袋体は、前記胴衣主体の背面部に設けられたポケット部に収納したこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の臥床患者用の胴衣装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体動困難で入院または施設・在宅で臥床療養する患者の医療および健康分野
に関するもので、患者の背面を左右上下に区画してその区画範囲を外部から個々に、或い
は複数区画範囲毎に正確に加圧または減圧することによって、自動的な呼吸理学療法、胸
郭・脊柱・骨盤の体圧分散、体位変換を行う臥床患者用の胴衣装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に種々の疾患により体動困難で入院または施設・在宅で臥床療養する患者に対し
て、肺呼吸機能改善、胸郭・脊柱・骨盤を含めた体幹の体圧分散などの目的で、医師・看
護師・介護士などの医療・介護従事者の人的・用手的な労力によって、呼吸理学療法（例
えば非特許文献１参照）即ち胸郭や体幹の呼吸に合わせた加圧・減圧療法や、体位変換（
例えば、非特許文献２参照）が行われてきた。
しかしながら、人的・用手的な呼吸理学療法や体位変換は、多大な労力を強いる重労働で
あり、多人数患者の体位変換を短時間毎に反復し２４時間以上の多日数に及んで行うこと
は難しく、労力的には２時間毎が限界とされた（例えば、非特許文献２参照）。そのため
、人的・用手的方法に代わる種々の技術が試みられてきたが、実状には即しなかった。
以下にこれまでの従来技術の問題点等について詳述する。
【０００３】
　先ず、特許文献１については、シャツ、寝間着などの被服の背部の左右に空気袋体を設
けた寝返り装置が報告されている。ここで、図２２に一般的な人体の体幹骨格の模式図を
示したが、体幹の体位変換を反復するためには、脊柱ＨＳを回転中心軸とする左胸郭ＨＴ
Ｌ・左骨盤ＨＰＬと右胸郭ＨＴＲ・右骨盤ＨＰＲとの左右連動した回転制御が必要なこと
が図２２の骨格構造から明らかである。しかしながら、この特許文献１においては、左右
骨盤以下の下半身の動きを制御できず、自動的な寝返り・体位変換は困難と考えられる。
何故ならば、その装置の左右骨盤以下の下半身部は、左右区別なく単に開いたシャツ、寝
間着であり、その背面に左右２列の空気袋体を備えているが、図２３の（イ）（ロ）（ハ
）に示すように、特許文献１の装置で予想される左骨盤ＨＰＬ・右骨盤ＨＰＲへの作用力
と左空気袋体ＮＬ・右空気袋体ＮＲとの位置関係の変化のために、寝返り・体位変換を反
復することは難しいと考えられる。たとえば同図の（イ）のように、被服布地Ｎに備えら
れた左空気袋体ＮＬを加圧膨張させ左半身を挙上することによって体位変換を開始した場
合、体幹は自重Ｍのために、膨張した左空気袋体ＮＬから傾斜に従い右方へ滑り落ちるよ
うになり、体幹の中心線が右方へずれようとする。その際に上半身は両腕を袖に通してい
るために右方へのずれや回旋がいくらか制御されるが、同図の（ロ）に示す如く、骨盤Ｈ
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Ｐ以下の下半身は、被覆布地Ｎで周囲を巻かれているだけで、その被覆布地Ｎと骨盤ＨＰ
との回旋性ずれＭ１と右方移動ずれＭ２をとどめるものがなく、萎んでいる右空気袋体Ｎ
Ｒを越してまで右骨盤ＨＰＲは、必然的に右方へずれて、左骨盤ＨＰＬが右空気袋体ＮＲ
の上面に乗りかかるようになる。この状態で体位変換の次段階として、左空気袋体ＮＬを
減圧縮小させ右空気袋体ＮＲを加圧膨張させると、右上半身は挙上されるが、同図の（ハ
）の如く、骨盤ＨＰは逆に右空気袋体ＮＲ上に乗りかかる左骨盤ＨＰＬが挙上されること
となり、図２２に示す如くの骨格構造において左骨盤ＨＰＬ・右骨盤ＨＰＲ（下半身）と
左胸郭ＨＴＬ・右胸郭ＨＴＲ（上半身）との動きが左右連動せず、脊柱ＨＳを介して捻じ
れ、脊柱ＨＳに過度な回旋性の負担がかかり、自動体位変換中止を余儀なくされことにな
る。すなわち特許文献１の寝返り装置においては、自動体位変換・寝がえりは困難で、呼
吸機能改善効果を期待することも困難と考えられる。
【０００４】
　又、例えば特許文献２の如く、体動困難な患者の骨盤部以下に限られた圧分散・位置変
換用のオムツカバーが存在するが、その技術、装置の効果は臀部・骨盤部以下の局所処置
の労力軽減や褥瘡予防に限られ、肺呼吸機能改善効果や、胸郭・脊柱を含めた体幹全域へ
の体位変換、体圧分散等への志向の探求がなされておらず、課題を残している。
【０００５】
　又、従来技術として、患者用の胴衣・病衣に備わったもの以外のものとしては、ベッド
・マット型の自動体位変換装置が報告されている。例えば、特許文献３、特許文献４、特
許文献５、非特許文献３、非特許文献４が存在するところであるが、ベッド・マット型の
装置では、体位変換すなわち体幹の左右いずれかの半身挙上に伴う対側辺縁部への体移動
・ずれに対応できない欠点（例えば、特許文献３、特許文献４参照）や、それに対応する
ため寝台辺縁部まで含めた寝台全域面の自動体位変換用の仕組み（例えば、非特許文献４
、非特許文献５参照）、または体幹中心線補正の仕組み（例えば、特許文献５参照）が必
要となり、その仕組みはベッド・マット全域の構造に及び、重量・容積がそれ相当に大き
くならざるを得ないという欠点があった。現在市販されているマット型であってもマット
本体重量が３～８Ｋｇ以上となり（例えば、非特許文献４、非特許文献５参照）、病棟や
病室での運搬移動・保管スペースなどの面で、患者に対する臨機応変な機動的な使用には
支障があった。
【０００６】
　更に、他の従来の技術として、体外高頻度胸壁自動圧迫装置（例えば非特許文献６参照
）は存在するが、呼気・吸気サイクルに自動的に同期させたものではなく、また左右いず
れかの病側の片肺を加圧可能なものではない。これまでの従来技術として、人工呼吸装置
や自発呼吸曲線の呼気・吸気サイクルに自動的に同期させて、背面から片肺または両肺を
加圧するような装置は、存在しなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第２５５８２６２号
【特許文献２】特許第２７３３０２７号
【特許文献３】実用新案登録第３０７５６３８号
【特許文献４】実開昭５９－１８３２３５
【特許文献５】特開平１１－７６３１８
【０００８】
【非特許文献１】「神津玲：胸郭外胸部圧迫法．呼吸理学療法標準手技」、医学書院株式
会社、２００８年、Ｐ．２６－２７
【非特許文献２】「ＢａｒｂａｒａＰｉｅｐｅｒ：渡辺皓　監訳：皮膚損傷を起こす機械
的な付加；圧迫、ずれ、摩擦．創傷管理の必須知識、第１版」エルゼビア・ジャパン、２
００８年、Ｐ．２５３－２９６
【非特許文献３】「松井典子：体位変換の頻度は？現場の疑問に答える褥瘡診療Ｑ＆Ａ、
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第１版」中外医学社、２００８年、Ｐ．５９－６１
【非特許文献４】「ケープホームページ：ＮＥＯ製品カタログ」、ケープ株式会社、２０
０９年
【非特許文献５】「モルテンホームページ：スーパー介助マットＫ０２製品カタログ」、
モルテン株式会社、２００９年
【非特許文献６】「ＴＯＫＩＢＯホームページ：ＥＬＥＴＲＯＭＥＤ，ＩＮＣ．Ｓｍａｒ
ｔ　Ｖｅｓｔ製品カタログ」、東機貿株式会社、２００９年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、体動困難な患者に対して、人的・用手的労力を最小限として、体幹の左背面
部、右背面部の複数区画において、区画毎での自動加圧・減圧により、左右いずれかの病
側肺または両肺の呼吸理学療法、呼吸サイクルに同期させた呼吸理学療法、胸郭・脊柱・
骨盤などの各区画での自動体圧分散、さらに胸郭などの上半身から腰部・骨盤などの下半
身までに至る患者の体幹全体の自動的体位変換を可能とし、且つ１時間未満の周期でそう
した加圧・減圧が反復され、２４時間以上の多日数に及び安定して繰り返すことが出来る
、臥床患者用の胴衣装置を提供することを目的とする。
【００１０】
　又、本発明は、従来のベッド・マット型の自動体位変換装置が背景技術の欄に記載した
ようにマット本体重量だけでも３～８Ｋｇ以上となっていたことは異なり、前記課題を解
決することにより胴衣装置本体が重量１Ｋｇ以下の体幹被覆型の装置を提供しようとする
ものである。それにより低容積化、軽量化をはかり、患者に対する臨機応変な機動的な使
用、即ち運搬、保管などをより容易簡便化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、臥床患者の体幹上半身から分岐する頚部、左肩部、右肩部を各々で包容保持
する頚部保持部、左肩部保持部、右肩部保持部と、患者の体幹下半身から分岐する左脚部
、右脚部を各々で結束保持する左脚部保持部、右脚部保持部と、体幹の全周を被覆して前
面または側面で留め合わす体幹被覆部と、を有するつなぎ型の胴衣主体と、　該胴衣主体
の左背面部、右背面部の少なくとも前記患者の左右の肺に対応する位置の各々に備えられ
た複数個の空気袋体と、
　複数個の該空気袋体を、各々個別に又は２区画以上を連動させて、人工呼吸装置の呼気
・吸気サイクル信号と同期させて加圧または減圧状態になる様に制御可能である空気供給
装置とを備えることを特徴とするものである。また、空気袋体は、前記胴衣主体の左右の
背面下方部に、前記患者の臀部に対応する位置にさらに設けられていてもよい。
 
 
【００１２】
　又、本発明は、前記胴衣主体は、個々の患者の体格に応じて更に適合させるために、体
幹上半身からの左肩部保持部、右肩部保持部、体幹下半身からの左脚部保持部、右脚部保
持部おいて、各部位の周長を調節して留めることができる左肩部周長調節部、右肩部周長
調節部、左脚部周長調節部、右脚部周長調節部と、体幹被覆部での体幹周長を調節して留
めることができる体幹周長調節部とを設けたことを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明によれば、前記空気供給装置は、前記複数区画の空気袋体を各々個別に、又は２
区画以上を連動させて、呼気・吸気サイクルとは独立して設定時間々隔で交互にＯＮ・Ｏ
ＦＦを繰り返して加圧または減圧状態に電気的反復制御するタイマー回路をさらに備える
。
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【００１４】
　又、本発明は、前記複数区画の空気袋体は、前記胴衣主体の背面部に縫着したことを特
徴とするものである。
【００１５】
　更に、本発明は、前記複数区画の空気袋体は、前記胴衣主体の背面部に設けられたポケ
ット部に収納したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　（１）請求項１により得られる効果を説明する。臥床患者の体幹上半身から分岐する頚
部、左肩部、右肩部を各々で包容保持する３か所の保持部と、患者の体幹下半身から分岐
する左脚部、右脚部を各々で結束保持する２か所の保持部と一体となった繋ぎ型の胴衣主
体で、体幹全周を被覆して着用することによって、該胴衣主体の左右の背面部区画に備え
られた空気袋体は、患者の体移動・姿勢・傾斜・体位変換・回転回旋・ずれによっても、
患者自体の左右胸郭・左右肺・脊柱・左右骨盤等との左右上下位置関係の偏位が少なくな
り、一体連動して安定化されることになる。例えば、左上背面空気袋体、左下背面空気袋
体、右上背面空気袋体、右下背面空気袋体の計４区画の空気袋体を備えれば、各々の空気
袋体は左肺、左骨盤、右肺、右骨盤などの各背面区画に相当し、背面からの区画毎の確実
な加圧・減圧が可能となる。また、複数区画の空気袋体を各々個別にまたは２区画以上連
動させて、空気供給装置で加圧・減圧を繰り返すことによって、左右いずれかの病側肺ま
たは両肺の呼吸理学療法効果や、左右胸郭・脊柱・左右骨盤部の体圧分散効果がえられる
こととなる。
【００１７】
　勿論、上記理由で、左列の区画の空気袋体と右列の区画の空気袋体との体幹中心線を挟
んだ左右位置関係は、患者の体移動・姿勢・傾斜・体位変換・回転回旋・ずれによっても
その偏位は抑えられる。その状態で、例えば、左上背面空気袋体、左下背面空気袋体、右
上背面空気袋体、右下背面空気袋体の計４区画の空気袋体のうち、左列の２区画の空気袋
体を並列同時的に、また右列の２区画の空気袋体を並列同時的に、空気供給装置により左
右交互で加圧・減圧を繰り返すことで、患者の体幹は上半身（主に胸郭）と下半身（主に
骨盤）が連動して、体幹の左半身挙上と右半身挙上とを繰り返すこととなり、体幹すなわ
ち胴体の捻じれなどは起こらず、確実で安全な体位変換を継続して繰り返すことが可能と
なる。これによっても、呼吸機能改善効果や、左右胸郭・脊柱・左右骨盤の体圧分散効果
、床ずれ予防効果などが得られる。
【００１８】
　即ち、本発明が、先行技術文献として記載したシャツや寝間着から構成される特許文献
１との顕著な相異点としては、本発明の胴衣装置によって患者上半身だけでなく、それに
連動した左右の骨盤以下の動きが制御できることである。特に本発明の胴衣構成の特徴は
、左右胸郭などの体幹上半身だけでなく左右骨盤も含めた体幹下半身と、左右上下の複数
区画各々の空気袋体との位置関係が安定化することを必要条件として捉え、単なるシャツ
や寝間着のような患者上方部からの頚部、左肩部、右肩部を通すだけでなく、新たに患者
下方部からの左脚部と右脚部の各々の結束保持部を設け、体幹の上半身と下半身を一体と
した繋ぎ型の胴衣としたことである。さらに請求項２では個々の患者の体格に更に適合さ
せるために、各々の保持部に保持部周長調節部を設け、周長を弛まないように調節して面
ファスナ－などで保持固定する様式とした。すなわち、頚部、左肩部、右肩部だけではな
く特許文献１の構成には無かった体幹下半身から分岐する左脚部と右脚部とを加えた合計
５か所の保持部を確保して一体となった本発明の繋ぎ型の胴衣構成をとることによって初
めて、患者の体移動・姿勢・傾斜・体位変換・回転回旋・ずれなどに関わらず、左右上下
背面の複数区画の空気袋体が左右胸郭や左右骨盤との安定した位置関係のもとで加圧・減
圧を繰り返すことを可能せしめるものである。更に又、特許文献１には無かった本発明の
特筆すべき効果として、左右上下の背面区画での位置安定化により、ベッド上の平坦臥位
での患者状態だけでなく、上半身ベッドアップ状態でも、各背面区画での確実な加圧・減
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圧効果を十分にもたらすことが可能と考えられる。
【００１９】
　更に、前記請求項１の胴衣装置は患者の体幹全周を被覆する胴衣の左右上下背面即ち人
体背面の横幅の範囲に備えられるものであり、ベッドやマットの寝台全域に及ぶような装
置を設ける必要はない。又、患者の体幹中心とベッドやマットとの位置関係を補正するよ
うな装置も必要ない。そのため、軽量化、低容積化の効果がえられる。綿製の胴衣とウレ
タン製の左右の空気袋体合わせて１Ｋｇ未満とすることが可能である。そして、病棟や病
室での装置の運搬移動の簡便容易化や保管スペースの低減化がもたらされ、患者に対する
臨機応変な機動的な使用が可能となる。
【００２０】
　更に、前記請求項１の胴衣主体は保持部や被覆部をすべて開くと、寝台上などに平面に
展開できる。その平面上に患者を背臥位のままで乗せれば、あとの着衣方法としては頚部
、左肩部、右肩部、左脚部、右脚部を包容または結束保持しつつ、体幹を被覆して各々面
ファスナ－でゆるまない程度に留めれば、患者四肢の屈曲伸展などによって袖や裾を通す
必要なく、着衣が可能である。すなわち、四肢に点滴チューブや電極コードなどが装着さ
れることの多い患者への胴衣着脱時の身体的負担を軽減できる。
【００２１】
　（２）請求項３により得られる効果を説明する。請求項１記載の胴衣主体において、そ
の左背面部、右背面部の複数区画の空気袋体と患者体幹との位置関係の安定度は、胴衣主
体のサイズが患者の体格により適合することによって向上すると考えられ、まず大・中・
小あるいはＬ・Ｍ・Ｓなどのサイズ設定を行なう。しかしながら、個々の患者の体格にさ
らに細かく合わせた多くのサイズ設定は経済的な実用面で非効率であり、また全体的に窮
屈すぎる胴衣は患者用としては適さない。そこで、患者用の病衣として、やや余裕をもっ
たサイズ設定をしたうえで、安定度の要点である体幹上半身からの分岐部、体幹下半身か
らの分岐部すなわち左肩部保持部、右肩部保持部、左脚部保持部、右脚部保持部において
、重点的に患者の各々の部位での周長に合わせるために、帯状の左肩部周長調節部、右肩
部周長調節部、左脚部周長調節部、右脚部周長調節部を設け、また体幹被覆部においても
帯状の体幹周長調節部を設けて、各々で面ファスナーやボタン又は紐などによって長さを
調節して固定することによって、胴衣主体の左背面部、右背面部の複数区画の空気袋体と
患者体幹との左右上下位置関係がより安定化されることとなる。
 
 
【００２２】
　（３）請求項４により得られる効果を説明する。該空気袋体を呼吸曲線とは独立した自
動的なタイマー回路により、設定時間々隔で交互にＯＮ・ＯＦＦを繰り返して、前記空気
袋体への加圧または減圧を電気的反復制御する空気供給装置を用いれば、例えば左上背面
空気袋体、左下背面空気袋体、右上背面空気袋体、右下背面空気袋体の計4区画の空気袋
体において、左列の上下２区画の空気袋体を並列同時的に加圧２０分ののち、右列の上下
２区画の空気袋を並列同時的に加圧２０分とする加圧減圧周期設定とすれば、４０分周期
即ち１時間未満周期での加圧減圧が可能となる。この空気供給装置を請求項１記載の空気
供給装置として用いれば、左右肺・左右胸郭・左右骨盤を含めた体幹の確実で安定した４
０分周期即ち１時間未満周期での自動体位変換が、２４時間以上の多日数で可能となり、
労力的・時間的効率の改善効果がもたらされる。
 
 
【００２３】
　（４）請求項５により得られる効果を説明する。前記の左背面部、右背面部の複数区画
の空気袋体を、背面部の各区画に縫着した胴衣主体は、体幹上半身からの頚部保持部、左
肩部保持部、右肩部保持部と、患者の体幹下半身からの左脚部保持部、右脚部保持部と、
体幹の全周を被覆して前面または側面で留め合わす体幹被覆部と一体となって着用可能と
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なり、患者の体移動・姿勢・傾斜・体位変換・回転回旋・ずれによっても左右胸郭や左右
骨盤との位置関係が偏位が少なくなるという空気袋体の位置安定化効果が得られる。その
効果があるため、各々区画の背面からの加圧・減圧を繰り返す呼吸理学療法や、左右２列
交互での加圧・減圧による安定した体位変換が可能となる。また、位置関係の偏位を補正
するような装置を、ベッドやマット自体へ追加設置することは不要となる。
 
 
【００２４】
　（５）請求項６により得られる効果を説明する。前記空気袋体を、胴衣主体の背面部に
設けられたポケット部に収納する方式とすることによって、非使用時には空気袋体をポケ
ット部から取り出して、胴衣主体とは別個に消毒や滅菌などの手入れが可能となる。それ
により、患者への臨床的装置としての保清・管理に於いて、より容易化・効率化効果がも
たらされる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明、請求項１の臥床患者用の胴衣装置を着用時の背面図
【図２】同上の臥床患者用の胴衣装置を着用した背臥位の正面図
【図３】同上の胴衣主体を展開した状態の背面からみた外観図
【図４】本発明、請求項２の臥床患者用の胴衣装置を着用時の背面図
【図５】同上の臥床患者用の胴衣装置を着用した背臥位の正面図
【図６】同上の胴衣主体を展開した状態の背面からみた外観図
【図７】同上の左上下背面部空気袋体を加圧し、上半身ベッドアップした外観図
【図８】（イ）同上の左側空気袋体を加圧した時の頭方向からみた外観図（ロ）同上の右
側空気袋体を加圧した時の頭方向からみた外観図
【図９】（イ）同上の左側空気袋を加圧した時の両脚方向からみた説明図（ロ）同上の右
側空気袋を加圧した時の両脚方向からみた説明図
【図１０】（イ）同上の左側空気袋を加圧した時の肺・胸郭部位での断面図（ロ）同上の
右側空気袋を加圧した時の肺・胸郭部位での断面図
【図１１】（イ）同上の左上背面部空気袋体を、人工呼吸装置の吸気に同期させて減圧し
、左肺を拡張した図（ロ）同上の左上背面部空気袋体を、人工呼吸装置の呼気に同期させ
て加圧し、左肺を背面から加圧し、左肺疾患による痰などの分泌物を気道を通じて排泄さ
せようとする図
【図１２】同上の左上背面部空気袋体を、自発呼吸曲線の呼気に同期させて加圧し、左肺
を体外から加圧し、左肺疾患による痰などの分泌物を気道を通じて排泄させようとする図
【図１３】胴衣装置の空気回路及び電気回路を示す概略回路図
【図１４】圧縮空気供給のパターンを示す説明図
【図１５】図１３の電気回路に人工呼吸装置又は自発呼吸監視装置との間に介された同期
装置とのインタフェースを加えた図
【図１６】請求項５の実施例を示す空気袋体を胴衣主体背面部の４区画のポケットに挿入
した外観図
【図１７】請求項１の胴衣装置を健常者１２名に使用した時の体位変換角度（イ）胸郭体
位変換角度図（ロ）骨盤の体位変換角度図
【図１８】請求項１の胴衣装置を手術後患者１６名に使用した時の体位変換角度（イ）胸
郭体位変換角度図（ロ）骨盤の体位変換角度図
【図１９】７２才、肺炎合併患者で右大腿骨骨折手術直後から３０～６０分の周期で体幹
の自動体位変換を１０日間行った手術後経過図。（イ）体温、（ロ）必要吸入酸素量、（
ハ）酸素飽和度。
【図２０】（イ）胴衣装置の着用アンケ－ト項目（ロ）健常者１２名に於いてのアンケー
ト結果の図示（ハ）手術後患者２９名でのアンケ－ト結果の図示
【図２１】健常者１２名に於いて左列の２個の空気袋体を左加圧１０分→間欠休止期５分
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→右列の２個の空気袋体を右加圧１０分で体幹の自動体位変換を行い、（イ）背部中央圧
、（ロ）骨盤中央仙骨圧を測定した結果の図示
【図２２】人体の体幹骨格の模式図
【図２３】（イ）特許文献１の左側空気袋体を加圧開始時の、骨盤部への作用力の予想図
（ロ）特許文献１の左側空気袋体を加圧終了時の、骨盤部と左右空気袋体との位置関係図
および作用力の予想図（ハ）特許文献１において、上記（イ）（ロ）に引き続いて右側空
気袋体を加圧開始時の、骨盤部の体位変換に反する回転と作用力の予想図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を掲げた図面に基づいて説明する。
　図１は患者Ｈを請求項１記載の胴衣主体１によって体幹全周被覆した状態を背面から観
た図を示す。体幹全周被覆用の胴衣主体１は患者Ｈの上方からの頚部保持部（上方保持部
）２、左肩部保持部（上方保持部）３、右肩部保持部（上方保持部）４、および患者Ｈの
下方からの左脚部保持部（下方保持部）５、右脚部保持部（下方保持部）６を有して一体
となった繋ぎ型の胴衣構成である。背面から観ると、左右脚部は左脚部保持部の面ファス
ナー、右脚部保持部の面ファスナーで各々左右別個に結束保持されている。
【００２７】
　図１に示すように、請求項１記載の胴衣主体１の背面部には、左右上下の４区画に左上
背面部空気袋体１Ｌａ、左下背面部空気袋体１Ｌｂ、右上背面部空気袋体１Ｒａ、右下背
面部空気袋体１Ｒｂを備えている。この４区画の空気袋体をそれぞれ個別に加圧・減圧で
きる様に、空気供給装置８にそれぞれの耐圧チュ－ブ９によって接続されている。この場
合、胴衣主体１の患者上方からの頚部保持部２、左肩部保持部３、右肩部保持部４、およ
び患者下方からの左脚部保持部５、右脚部保持部６の５部位を、緩まない程度に包容また
は結束保持することによって、前記の４個の空気袋体は、体幹背面の４区画との位置関係
が安定化する。
【００２８】
　こうした構成によって、各区画をそれぞれ個別的に加圧・減圧でき左右胸郭や左右骨盤
の動きを制御することが可能となる。ここで各区画の位置関係が安定化し個別的に加圧・
減圧可能となることによって、たとえば、左上背面部空気袋体１Ｌａすなわち左肺に相当
する部位を個別的に加圧・減圧することが可能となる。さらに各区画の任意の組み合わせ
も可能となり、たとえば、左列の左上背面部空気袋体１Ｌａ、左下背面部空気袋体１Ｌｂ
を並列同時的に、また右列の右上背面部空気袋体１Ｒａ、右下背面部空気袋体１Ｒｂを並
列同時的に、左右交互で加圧・減圧を繰り返し、上半身と骨盤の動きを制御しつつ体幹の
体位変換を行うことや、左下背面部空気袋体１Ｌｂ、右下背面部空気袋体１Ｒｂを左右交
互に加圧減圧し、骨盤部のみの体位変換を行うことなどが可能となる。すなわち４個の空
気袋体のうち、患者に対する目的に応じて部位を限定して１区画のみを加圧・減圧する場
合や、２区画以上を選択して連動して加圧・減圧する場合も可能であることを意味する。
本実施の形態では、左右２区画ずつの空気袋体としたが、その区画数は１区画または２区
画以上でより多数であっても良く、その数は限定されない。
【００２９】
　図２は寝台１０に臥床した患者Ｈを正面から観た状態を示し、胴衣主体１は前開きのも
のとして、体幹を被覆して前面で体幹被覆用の面ファスナーで緩まない程度に留めると同
時に、患者上半身からの頚部保持部２、左肩部保持容部３、右肩部保持部４と、患者下半
身から左脚部保持部５、右脚部保持部６の体幹から分岐する合計５部位を包容または結束
保持して一体となった繋ぎ型の胴衣である。これによって図１で示した胴衣主体１の背面
部に備えられた４区画の空気袋体１Ｌａ、１Ｌｂ、１Ｒａ、１Ｒｂはそれぞれ体幹上半身
および体幹下半身の背面での左右上下の位置関係が安定化し、患者Ｈの体移動・姿勢・傾
斜・体位変換・回転回旋などに伴って一体化して追随する様になる。
【００３０】
　図３は、請求項１の胴衣主体を展開し背面からみた外観図である。胴衣主体１は前開き
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であり、複数個の体幹被覆用の面ファスナ－Ａ面７Ａと各々に合う体幹被覆用の面ファス
ナーＢ面７Ｂとで留め合わせて体幹を緩まない程度に被覆すると同時に、患者上方からの
頚部保持部２、左肩部保持部３、右肩部保持部４と、患者下方からの左脚部保持部５、右
脚部保持部６との合計５部位で包容保持して各々の部位の面ファスナーＡ面とＢ面を留め
合わせて着衣する様式である。なお、こうした様式であれば、胴衣主体１の背面を寝台面
に向けて胴衣主体１を展開した平面上に、患者を背臥位のままで乗せれば、あとは体幹を
被覆して留め合わせ、５か所の保持部を包容または結束保持して留め合わせれば、患者の
頚部、四肢の屈曲伸展などによって袖や裾を通さなくても、着衣が可能である。ここで、
体幹被覆固定部、頚部保持部、左肩部保持部、右肩部保持部、左脚部保持部、右脚部保持
部の固定材料は、もちろん面ファスナーに限定するものでなく、それ以外の材料、たとえ
ばボタン、フックなどでもよい。
【００３１】
　図４は患者Ｈを請求項２記載の胴衣主体１によって体幹全周被覆した状態を背面から観
た図を示す。この胴衣主体１には図１の請求項１のものに加えて、左肩部周長調節部３Ｘ
、右肩部周長調節部４Ｘ、左脚部周長調節部５Ｘ、右脚部周長調節部６Ｘを備えたことを
示している。この帯状の各々の保持部周長調節部を弛まず又きつくない程度に適度に締め
て留めることによって、患者の体格に更に適合した胴衣着用が可能となると同時に、各背
面区画での空気袋体位置関係の更なる安定化が得られることを示している。
【００３２】
　図５は請求項２の胴衣主体１を着用して寝台１０に臥床した患者Ｈを正面から観た状態
を示している。この胴衣主体１には図２の請求項１のものに加えて、左肩部周長調節部３
Ｘ、右肩部周長調節部４Ｘ、左脚部周長調節部５Ｘ、右脚部周長調節部６Ｘ、さらに体幹
周長調節部７Ｘを備えたことを示している。この帯状の各々の周長調節部を弛まず又きつ
くない程度に適度に締めて留めることによって、患者の体格に更に適合した胴衣着用が可
能となると同時に、各背面区画での空気袋体位置関係のより一層の安定化が得られる。
【００３３】
　図６は、請求項２の胴衣主体を展開し背面からみた外観図である。この胴衣主体１には
図２の請求項１のものに加えて、左肩部周長調節部３Ｘ、右肩部周長調節部４Ｘ、左脚部
周長調節部５Ｘ、右脚部周長調節部６Ｘ、さらに体幹周長調節部１Ｘを備えたことを示し
ている。各々の帯状の周長調節部は面ファスナーＡ面とＢ面によってその長さを調節して
留め合わす様式としている。勿論、留め合わす様式としては、紐、ボタン、フックなどを
用いたものも可能であり、面ファスナーに限定するものではない。
【００３４】
　図７は、左右上下の背面４区画での各空気袋体を備えた胴衣を着用した患者Ｈの上半身
をベッドアップした例である。左上背面部空気袋体１Ｌａ、左下背面部空気袋体１Ｌｂを
並列同時的に加圧したものであるが、左右上下の背面４区画での各空気袋体の位置安定化
により、空気袋が折れ曲がらず、くい込んで閉塞したりせずに、円滑に体幹の体位変換が
可能となる。
【００３５】
　図８の（イ）（ロ）は、体位変換を頭方向から観た図である。左上背面部空気袋体１Ｌ
ａ、右上背面部空気袋体１Ｒａは、患者上方からの頚部保持部２、左肩部保持部３、右肩
部保持部４および左肩保持部周長調節部３Ｘ、右肩保持部周長調節部４Ｘを有し一体化し
た胴衣主体１によって、体幹上半身の左右背面に各々が保持固定され、左右位置関係がず
れることなく、体位変換され、脊柱の突出部である背面正中部Ｈｆが減圧されていること
を示している。
【００３６】
　図９の（イ）（ロ）は、体位変換を両脚方向から観た図である。左下背面部空気袋体１
Ｌｂ、右下背面部空気袋体１Ｒｂは、患者下方からの左脚部保持部５、右脚部保持部６を
有し一体化した胴衣主体１によって、体幹下半身の左右背面に各々が保持固定され、、左
右位置関係がずれることなく骨盤の動きが制御可能となり、体位変換され、骨盤の突出部
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である仙骨正中部Ｈｇが減圧されていることを示している。
【００３７】
　図１０の（イ）（ロ）に示すように、左上背面部空気袋体１Ｌａと右上背面部空気袋体
１Ｒａは、各々左肺ＨＬと右肺ＨＲとの位置関係がずれることなく、背面から安定した加
圧・減圧が繰り返される。
【００３８】
　図１１（イ）（ロ）は、左肺炎で左肺ＨＬに痰などの分泌物ＨＬａが貯留した状態で、
人工呼吸装置１１ＡＢを装着した患者Ｈに、胴衣主体１を着用し、左上背面空気袋体１Ｌ
ａを人工呼吸装置１１ＡＢの呼気・吸気サイクル１１ａｂすなわち気道内圧曲線と同期さ
せた加圧・減圧サイクル８ａｂで空気供給装置８を制御した図である。ここで、呼気・吸
気サイクル１１ａｂの信号は、人工呼吸回路内での気道内圧曲線において、例えば、圧上
昇開始点を吸気開始時点１１ａｃとし、圧下降開始点を呼気開始時点１１ｂｃとして、同
期装置１１Ｘを介して電気信号で空気供給装置８に伝え、減圧・加圧ＯＮ・ＯＦＦのトリ
ガーポイントとすることができる。尚、該同期装置１１Ｘは、人工呼吸装置１１ＡＢと一
体に設けられる場合等がある。
【００３９】
　同図の（イ）は吸気相の状態で、人工呼吸装置１１ＡＢの吸気１１ａに合わせて左上背
面空気袋体１Ｌａは減圧し、左肺ＨＬの拡張を妨げない状態である。そこから呼気相に移
ったのが（ロ）に示した状態で、呼気１１ｂに同期させて空気袋体１Ｌａを加圧して空気
袋体１Ｌａを膨らますことによって、左肺ＨＬを体外で左上背面から加圧すると同時に患
者Ｈの体を傾かせ、左肺ＨＬの痰などの分泌物ＨＬａを気道Ｈｉを通じて分泌物排泄ＨＬ
ｘさせようとするものである。すなわち、呼気・吸気サイクル１１ａｂの呼気開始時点１
１ｂｃにおいて空気袋体１Ｌａ加圧ＯＮ８ｂｃとし、吸気開始時点１１ａｃにおいて空気
袋体１Ｌａの加圧ＯＦＦ８ａｃとする。これを呼吸サイクルで繰り返すことにより、左肺
ＨＬの呼吸改善効果をもたらす。本実施の形態では、呼気１１ｂ一回に対して、一回の加
圧ＯＮ８ｂｃを設けているが、例えば、呼気１１ｂ三回に対して、一回の加圧ＯＮ８ｂｃ
を設ける等同期のさせ方は、任意に設定可能である。
【００４０】
　図１２は、左肺炎で左肺ＨＬに痰などの分泌物ＨＬａが貯留し、自発呼吸している患者
に、胴衣主体１を着用し、胸郭につけた自発呼吸監視モニター電極１２ｘｙからの自発呼
吸曲線１２ａｂに同期させた加圧・減圧サイクル８ａｂで、左上背面空気袋体１Ｌａへの
空気供給制御を行う図である。自発呼気信号１２ｂに同期させて空気袋体１Ｌａを加圧し
て空気袋体１Ｌａを膨らますことによって、左肺ＨＬを体外で左上背面から加圧すると同
時に患者Ｈの体を傾かせ、左肺ＨＬの痰などの分泌物ＨＬａを気道Ｈｉを通じて分泌物排
泄ＨＬｘさせようとするものである。即ち、自発呼吸曲線１２ａｂの呼気開始時点１２ｂ
ｃにおいて空気袋体１Ｌａの加圧ＯＮ８ｂｃとし、吸気開始時点１２ａｃにおいて空気袋
体１Ｌａの加圧ＯＦＦ８ａｃとする。これを呼吸サイクルで繰り返すことにより、左肺Ｈ
Ｌの呼吸改善をもたらす。前記人工呼吸装置１１ＡＢと同様に、自発呼吸曲線１２ａｂの
信号は、自発呼吸監視装置１２ＡＢ、同期装置１２Ｘを介して電気信号で空気供給装置８
に伝え、減圧・加圧ＯＮ・ＯＦＦのトリガーポイントとすることができる。尚、前記人工
呼吸装置１１ＡＢと同様に、該同期装置１２Ｘは、自発呼吸監視装置１２ＡＢと一体に設
けられる場合等がある。また、本実施の形態では、呼気１２ｂ一回に対して、一回の加圧
ＯＮ８ｂｃを設けているが、人工呼吸の場合と同様に、例えば、呼気１２ｂ三回に対して
、一回の加圧ＯＮ８ｂｃを設けるなど、同期のさせ方は任意に設定可能である。ここで、
自発呼吸監視装置１２ＡＢの方式としては、公知のものとして、胸郭に装着した２個の電
極間に高周波電流を流し、呼吸によりインピ－ダンスが変化することを利用して呼吸曲線
を描くインピ－ダンスニュ－モグラフ法や、呼吸に応じての胸郭に巻いた伸縮性コイル横
断面積変化によるインダクタンスの変化を利用して呼吸曲線を描くインダクタンス・プレ
チスモグラフ法などにより、自発呼吸曲線１１ａｂの信号をえることが可能とされる。
【００４１】
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　図１３は、上記図１、図２、図４、図５、図１０での胴衣主体１と空気回路及び電気回
路を含めた空気供給装置８からなる胴衣装置を示す概略回路図である。図１３に示すよう
に、空気供給装置８は、コンプレッサ等の圧縮空気供給源２０と、該圧縮空気供給源２０
に接続されて供給される圧縮空気の脈動を抑制するためのタンク２１と、圧力センサ２２
を備えた制御部２３と、供給路２４により該タンク２１に接続された左電磁弁２５Ｌ及び
右電磁弁２５Ｒと、上記供給路２４と左電磁弁２５Ｌ及び右電磁弁２５Ｒの供給口との間
に設けた左逆止弁２６Ｌ及び右逆止弁２６Ｒとで構成されている。尚、電磁弁と逆止弁の
数は、圧縮空気の供給流路数に応じて決定され、図に示す胴衣装置の場合は、二個の左電
磁弁２５Ｌ及び右電磁弁２５Ｒと、二個の左逆止弁２６Ｌ及び右逆止弁２６Ｒが設けられ
ているが、二個に限定されるものではなく、目的に応じてより多数の複数個を設けること
もできる。
【００４２】
　左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５Ｒは、供給口と分配口と排気口が設けられた公知の
三方弁で、ソレノイド部により作動する球形の弁体（図示せず）で三方弁を開閉するよう
にされている。該供給口は、上記左逆止弁２６Ｌ及び右逆止弁２６Ｒ、上記供給路２４、
上記タンク２１を介して圧縮空気供給源２０に接続されている。該分配口は、耐圧チュー
ブ９を介してそれぞれ対応する空気袋体に接続されている。該排気口は、該分配口に連通
可能とされ、かつ、空気供給装置８内で開口している。
【００４３】
　圧縮空気供給源２０からの圧縮空気は、上記タンク２１、上記供給路２４、上記左逆止
弁２６Ｌ及び右逆止弁２６Ｒを通過して左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５Ｒの供給口内
に供給され、該電磁弁の分配口から耐圧チューブ９を通過して空気袋体に供給される。供
給された圧縮空気は、該逆止弁により逆流せず、空気袋体の中に保持される。左電磁弁２
５Ｌまたは右電磁弁２５Ｒの弁体が移動して排気口が分配口に連通すると、空気袋体の圧
縮空気は排気される。排気された圧縮空気は、空気供給装置８内に放出され、さらに、空
気供給装置８に設けられた通気口（図示せず）から放出される。
【００４４】
　制御部２３は、図１３の破線に示すように、圧縮空気供給源２０と左電磁弁２５Ｌまた
は右電磁弁２５Ｒと電気的に接続されて、圧縮空気供給源２０を制御し、左電磁弁２５Ｌ
または右電磁弁２５ＲをＯＮ・ＯＦＦ制御する。
【００４５】
　空気供給装置８に設けたスイッチ機構をＯＮして加圧・減圧すなわち給気・排気を開始
する。給気・排気を開始すると、圧縮空気供給源２０が作動して、圧縮空気が供給される
と共に、制御部２３が左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５ＲのＯＮ・ＯＦＦを開始する。
制御部２３は、予め記憶しておいたパターンに従って左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５
ＲのＯＮ・ＯＦＦを行う。以下の図１４に、左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５ＲのＯＮ
・ＯＦＦパターンを列挙する。これは例示であってこれに限定されるものではなく、様々
なパターンを制御部２３に記憶させることができる。
【００４６】
　　例えば、図１４に示すパターンによって説明する。すなわち給気・排気作動時間Ｔ１
、間欠的休止時間Ｔ２とすると、ここでは例示として、モードＡはＴ１＝１０分、Ｔ２＝
５分、モードＢはＴ１＝２０分、Ｔ２＝１０分、モードＣはＴ１＝３０分、Ｔ２＝１０分
とした。空気袋体１Ｌａ、１Ｌｂに耐圧チューブ９を介して接続された左電磁弁２５Ｌか
らＯＮし、左電磁弁２５Ｌの弁体が移動し供給口と分配口とが連通して、空気袋体１Ｌａ
、１Ｌｂに圧縮空気が流入し始める。左電磁弁２５Ｌは、時間Ｔ１の間ＯＮする。時間Ｔ
１経つと、左電磁弁２５Ｌは、ＯＦＦして左電磁弁２５Ｌの弁体が排気口と分配口とが連
通して、空気袋体１Ｌａ、１Ｌｂの空気は、左電磁弁２５Ｌの排気口より排気される。次
に、左電磁弁２５ＬがＯＦＦして時間Ｔ２経つと、空気袋体１Ｒａ、１Ｒｂに耐圧チュー
ブ９を介して接続された右電磁弁２５ＲがＯＮし、右電磁弁２５Ｒの弁体が移動し供給口
と分配口とが連通して、空気袋体１Ｒａ、１Ｒｂに圧縮空気が流入し始める。右電磁弁２
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５Ｒは、時間Ｔ１の間ＯＮする。時間Ｔ１経つとＯＦＦして、左電磁弁２５Ｌの弁体が排
気口と分配口とが連通して、空気袋体１Ｒａ、１Ｒｂの空気は、右電磁弁２５Ｒの排気口
より排気される。さらに、右電磁弁２５ＲがＯＦＦして時間Ｔ２経つと、空気袋体１Ｌａ
、１Ｌｂに連通する左電磁弁２５ＬがＯＮして以上のパターンを繰り返す。
【００４７】
　　上記圧力センサー２２は、管２７によってタンク２１と連通しており、タンク２１内
の圧力を測定する。左電磁弁２５Ｌまたは右電磁弁２５ＲがＯＮであれば、該電磁弁の供
給口と分配口とが連通し、タンク２１内と該電磁弁の分配口と接続された空気袋体と同圧
となり、上記圧力センサー２２が該空気袋体の圧力を測定することとなる。
【００４８】
　制御部２３は、各空気袋体毎に違った内部圧力を設定するため、圧縮空気供給源２０を
駆動して空気袋に圧縮空気を流入させる際、圧縮空気供給源２０に与えられる商用交流電
源の導通角を変える比例制御を行っている。また、制御部２３は、設定した圧力値と、圧
力センサー２２によって測定された圧力値が相違する場合は、すみやかに設定圧力に近づ
けるために、上記導通角を変化させる。
【００４９】
　図１５は、空気供給装置８と人工呼吸装置１１ＡＢ又は自発呼吸監視装置１２ＡＢとの
間に配置された同期装置１１／１２Ｘと空気供給装置８が接続された回路図で、これによ
って、上記図１１、図１２のような左の病側肺を呼気１１ｂまたは１２ｂに同期させて、
間欠的に自動加圧させる方式を示している。同期装置１１／１２Ｘの通信ライン２８が空
気供給装置８の制御部２３と接続された入出力回路２９と接続されている。通信ライン２
８を通して呼気・吸気サイクル１１ａｂあるいは自発呼吸曲線１２ａｂの信号が入出力回
路２９を介して制御部２３に入力されると、上記のように、制御部２３は、呼気１１ｂま
たは１２ｂに同期して空気袋体１Ｌａを加圧すべく、圧縮空気供給源２０を制御し、左電
磁弁２５ＬをＯＮ・ＯＦＦ制御する。
【００５０】
　図１６に示す様に、左上背面部空気袋体１Ｌａ、左下背面部空気袋体１Ｌｂ、右上背面
部空気袋体１Ｒａ、右下背面部空気袋体１Ｒｂは、胴衣主体１の背面部の中心線に対して
左右上下にそれぞれに備えるが、勿論、胴衣装置として、左上背面部ポケット１２Ｌａ、
左下背面部ポケット１２Ｌｂ、右上背面部ポケット１２Ｒａ、右下背面部ポケット１２Ｒ
ｂに収納する方式としてもよい。
【実施例１】
【００５１】
　図１７は、２２～５６歳、体重４５～９２Ｋｇの健常者１２名に於いて、請求項１の胴
衣装置を用いて、左右交互加圧３０分の周期で、それぞれ３０ｍｍＨｇ加圧で、体位変換
を行った結果を示したものである。同図の（イ）で示した胸郭の体位変換角度とは水平面
に対する両鎖骨遠位端を結んだ線との角度で、同図の（ロ）で示した骨盤の体位変換角度
とは水平面に対する両側の上前腸骨棘を結んだ線の角度である。同図の（イ）で示したよ
うに胸郭では右側を平均１９．６度挙上、左側を平均１９．０度挙上、それと同時に同図
の（ロ）で示したように骨盤は右側を平均２１．３度挙上、左側を平均２１．４度挙上の
角度で、左右胸郭と左右骨盤が連動して一体安定化した体幹の体位変換が行われているこ
とが示されている。又、体位変換の角度は、空気袋体の容積や加圧程度によって、さらに
大きくすることが可能と考えられる。
【実施例２】
【００５２】
　図１８は、１７～９４歳、体重３８～１１０Ｋｇの整形外科全身麻酔手術後患者１６名
に於いて、患者またはその家族同意のもとで、請求項１の胴衣装置を用いて、左右交互加
圧３０分～６０分の周期で体位変換を行った結果を示したものである。同図の（イ）で示
したように、胸郭の体位変換角度は右側を平均２０．６度挙上、左側を平均１８．９度挙
上、それと同時に同図の（ロ）で示したように、骨盤の体位変換角度は右側を平均２０．
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３度挙上、左側を平均１８．８度挙上の角度で、左右胸郭と左右骨盤が連動して一体安定
化した体幹の体位変換が行われていることが示されている。
【実施例３】
【００５３】
　図１９は両側の嚥下性肺炎を合併した右大腿骨骨折手術後の患者において、患者または
その家族同意のもとで、請求項１の胴衣装置を用いて、３０～６０分の周期で１０日間継
続で体幹の自動体位変換を行った臨床経過図である。１０日間着用による体幹の安定した
自動体位変換の経過にて、同図の（イ）体温の解熱、同図の（ロ）必要吸入酸素量の減少
、同図の（ハ）酸素飽和度の上昇が得られ、嚥下性肺炎の改善、肺呼吸機能の改善の効果
が示されている。
【実施例４】
【００５４】
　図２０は、請求項１の胴衣装置を使用時の、着用性、加圧の影響、機械的な影響に関す
るアンケ－トである。同図の（イ）はそのアンケ－ト項目と点数評価法である。同図の（
ロ）は実施例１記載の健常者１２名での各項目の平均点結果である。同図の（ハ）は実施
例２記載の手術後患者を含んだ、患者またはその家族の同意を得た整形外科手術後入院患
者２９名での各項目の平均点の結果である。健常者および整形外科手術後入院患者に於い
て、特記すべき危険性や大きな問題はなく、安全に臨床試用ができたことを示した。
【実施例５】
【００５５】
　図２１は、健常者１２名に於いて左列の２個の空気袋体を左加圧１０分→間欠休止期５
分→右列の２個の空気袋体を右加圧１０分で体幹の自動体位変換を行い、同図の（イ）背
部中央圧と、同図の（ロ）骨盤中央仙骨圧を測定した結果である。背部中央圧と骨盤中央
仙骨圧ともに、間欠休止期には３０ｍｍＨｇ以上の体圧を示すことが多いが、左列加圧時
と右列加圧時には、それぞれ有意に減圧されている。それぞれＷｉｌｃｏｘｏｎ平均値差
検定でＰ＜０．０１である。本発明による体幹の自動体位変換により、背部中央圧と骨盤
中央仙骨圧の減圧すなわち体幹中央部の有意な体圧分散が得られている。
（産業上の利用の可能性）
【００５６】
　本発明によって、体動困難な入院患者や施設・在宅療養患者などでの呼吸器合併症予防
や改善がはかられ、胸郭・脊柱・骨盤を含めた体幹の体圧分散が促され、これまでの人的
・用手的な労力に頼ってきた呼吸理学療法の一部や体位変換を、１時間未満の周期で２４
時間以上の他日数にわたって自動化することが可能になる。それによって患者へのより効
率化の高い医療効果とともに、医療従事者の労働条件改善・人件費節減効果をもたらす可
能性が得られる。また自動体位変換装置としても、従来のベッド・マット型の装置と比し
て、重量・容積の低減化による移動・運搬・保管などの効率化が得られる可能性がある。
これらのことにより、本発明は医療・介護関連産業において利用される可能性がある。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　胴衣主体
１Ｌａ　左上背面空気袋体
１Ｌｂ　左下背面空気袋体
１Ｒａ　右上背面空気袋体
１Ｒｂ　右下背面空気袋体
　２　　頚部保持部
　３　　左肩部保持部
３Ａ　　左肩部保持部の面ファスナーＡ面
３Ｂ　　左肩部保持部の面ファスナーＢ面
３Ｘ　　左肩部周長調節部
３ＸＡ　左肩部周長調節部の面ファスナーＡ面
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３ＸＢ　左肩部周長調節部の面ファスナーＢ面
　４　　右肩部保持部
４Ａ　　右肩部保持部の面ファスナーＡ面
４Ｂ　　右肩部保持部の面ファスナーＢ面
４Ｘ　　右肩部周長調節部
４ＸＡ　右肩部周長調節部の面ファスナーＡ面
４ＸＢ　左肩部周長調節部の面ファスナーＢ面
　５　　左脚部保持部
５Ａ　　左脚部保持部の面ファスナーＡ面
５Ｂ　　左脚部保持部の面ファスナーＢ面
５Ｘ　　左脚部周長調節部
５ＸＡ　左脚部周長調節部の面ファスナーＡ面
５ＸＢ　左脚部周長調節部の面ファスナーＢ面
　６　　右脚部保持部
６Ａ　　左脚部保持部の面ファスナーＡ面
６Ｂ　　左脚部保持部の面ファスナーＢ面
６Ｘ　　左脚部周長調節部
６ＸＡ　左脚部周長調節部の面ファスナーＡ面
６ＸＢ　左脚部周長調節部の面ファスナーＢ面
　７　　体幹被覆部
７Ａ　　体幹被覆部の面ファスナーＡ面
７Ｂ　　体幹被覆部の面ファスナーＢ面
７Ｘ　　体幹周長調節部
７ＸＡ　体幹周長調節部の面ファスナーＡ面
７ＸＢ　体幹周長調節部の面ファスナーＢ面
　８　　空気供給装置
８ａｂ　加圧・減圧サイクル
８ｂｃ　加圧ＯＮ
８ａｃ　加圧ＯＦＦ
８ｃ　　空気回路及び電気回路
　９　　耐圧チューブ
１０　　寝台
１１ＡＢ　人工呼吸装置
１１ａｂ　呼気・吸気サイクル
１１ａ　吸気
１１ｂ　呼気
１１ｂｃ　呼気開始時点
１１ａｃ　吸気開始時点
１１Ｘ　同期装置
１２ｘｙ　自発呼吸監視モニタ－電極
１２ＡＢ　自発呼吸監視装置
１２ａｂ　自発呼吸曲線
１２ｂ　自発呼気
１２ｂｃ　呼気開始時点
１２ａｃ　吸気開始時点
１２ｘ　　同期装置
１３Ｌａ　左上ポケット部
１３Ｌｂ　左下ポケット部
１３Ｒａ　右上ポケット部
１３Ｒｂ　右下ポケット部
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２０　　圧縮空気供給源
２１　　タンク
２２　　圧力センサー
２３　　制御部
２４　　供給路
２５Ｌ　左電磁弁
２５Ｒ　右電磁弁
２６Ｌ　左逆止弁
２６Ｒ　右逆止弁
２７　　管
２８　　同期装置１１／１２Ｘからの通信ライン
２９　　入出力回路
　Ｈ　　患者
ＨＬ　　左肺
ＨＲ　　右肺
ＨＬａ　分泌物
ＨＬｘ　分泌物排泄
Ｈｄ　　左脚
Ｈｅ　　右脚
Ｈｆ　　背面正中部
Ｈｇ　　仙骨正中部
ＨＴ　　胸郭
ＨＴＬ　左胸郭
ＨＴＲ　右胸郭
ＨＰ　　骨盤
ＨＰＬ　左骨盤
ＨＰＲ　右骨盤
ＨＳ　　脊柱
　Ｎ　　特許文献１の被服布地
ＮＬ　　特許文献１の左空気袋体
ＮＲ　　特許文献１の右空気袋体
　Ｍ　　自重
Ｍ１　　右方移動ずれ
Ｍ２　　回旋性ずれ
Ｔ１　　給気・排気作動時間
Ｔ２　　間欠的休止時間
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